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「温泉資源の保護に関するガイドライン」の作成経緯
○平成18年「温泉行政の諸課題に関する懇談会」
・掘削許可等の基準の明確化、データや科学的知見の一層の充実等、さらなる進化が求め
られている状況

・温泉資源の保護のための仕組みについて「見直しを行う必要がある」

○平成19年「中央環境審議会 自然環境部会 温泉小委員会（答申）」
・都道府県が温泉資源保護のための条例・要綱等を定めるに当たっての参考となり、対策
を円滑に進めることができるよう、新規事業者による掘削や動力装置の許可等の基準の
内容や、都道府県における温泉資源の保護のための望ましい仕組みについて、国は、温
泉は国民共有の資源であるという観点に立って、できるだけ具体的・科学的なガイドラ
インを作成すべき。

○平成21年「温泉資源の保護に関するガイドライン」
留意点
・①地域の温泉資源の特性を十分配慮し、許可等の判断に当たる必要がある。
・②本ガイドラインよりも先進的な取組を否定するものではない、都道府県に対する参考

資料。
・③現時点での限られた知見を基に作成された、暫定的な性格のもの。環境省では、温泉
資源に関する各種調査を実施し、また、都道府県の温泉行政担当者等の意見を伺いなが
ら、５年経過後にガイドラインの総点検を実施するとともに、随時、その更新等を行っ
ていく。
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「温泉資源の保護に関するガイドライン」の概要
【本ガイドラインのねらい】

都道府県における温泉の掘削等の不許可事由の判断基準等について一定の考え方を示す
とともに、許可等の基準となる条例・要綱を定めるに当たって参考にできる、総合的なガ
イドライン （平成21年作成、26年改訂、令和２年更新 ※５年を目途に点検・見直しを行う）

○ 掘削等の原則禁止区域の設定、既存源泉からの距離規制、温泉の採取量に関する取扱い
・掘削等の原則禁止区域の設定方法の考え方（設定基準、設定・見直し手続き）を提示
・距離規制における全国的・平均的な観点から妥当性の検証、未利用源泉等の取扱い
・採取量制限の考え方（特に、動力の装置に際した採取量の制限）
・採取量の増加を生じない「代替掘削」「集中管理方式」
・掘削等の許可申請に際し既存源泉の所有者等の同意を求める手法は行政指導であること再認識
・許可の際に付す条件の事例を提示

○ 個別的許可判断のための影響調査
・影響調査等の実施対象、実施手法、注意点

○ 温泉資源保護のためのモニタリング
・モニタリングの重要性、実施方法、結果の反映方法

○ 公益侵害の防止
・不許可の要件である「公益侵害」の範囲、類型と対応

○ その他
・大深度掘削泉の資源的特性、地盤環境への影響、揚湯試験方法等
・未利用源泉に対する指導のあり方
・近年の温泉利用形態（浴用・飲用以外の目的での利用、温泉発電）
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これまでのガイドラインの改訂等の状況

平成２６年

令和２年

・図表、アンケート調査結果の情報更新。
・温泉の浴用や飲用以外の目的での利用を追記
・温泉の湧出機構のイメージや用語解説などの参考資料を追加。

・図表、アンケート調査結果の情報更新。
・温泉の採取量に関する取扱いにおいて、特に、動力装置による採取量の制限値を許可条件
とする場合の考え方と具体的な設定方法を追加。

・周辺源泉への影響調査を通じて既存源泉所有者が得るメリット、注意点を追加。
・平成21年策定時において、当面の課題とした大深度掘削泉の資源的特性（賦存量に関わる
地質・水理データ）、採取に伴う地盤環境への影響実態、揚湯試験（適正揚湯量の検討）
等の考え方を追記

・近年の温泉利用形態として温泉を用いた小規模な発電についてモニタリング等を含めた知
見収集の重要性を追記。

平成２１年

・策定
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ガイドラインの改訂に向けた検討の視点

第五 公益侵害の防止

・新たな類型と対応の追加

第六 その他

備考

・参考事例収集・追加・更新
別紙９ 水質基準について

１．水質汚濁に係る環境基準
ほう素等に係る暫定排水基準の改正（令和５年改正）

２．水質基準
六価クロム化合物に係る水道水質基準（令和２年改正）

・温泉の基礎知識・用語集の更新

第二 掘削等の原則禁止区域の設定、既存源泉からの距離規制、温泉の採取量に関する取扱い
第三 個別的許可判断のための影響調査等
第四 温泉資源保護のためのモニタリング

・近年の状況を踏まえた考え方、対応事例の追加（源泉水位低下を踏まえた保護地域の設定 等）

・参考事例収集・追加

現に事務処理の現場で問題になっている部分の詳述、科学的知見や具体的な取組事例を多
く盛り込むことで、都道府県の担当者の参考資料として使いやすいものとすることを目指し、
５年ごとに総点検を実施するとともに、随時、その更新を行う。
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ガイドラインの改訂に向けた今後のスケジュール

第20回 令和６年９月17日
・近年の温泉行政の動き
・当面の課題と検討スケジュールの確認

第21回 令和７年１月下旬～２月上旬
・都道府県照会の結果の共有
・ガイドラインの主な点検項目の検討
・令和７年度の調査項目の検討

第22回 令和7年11月頃
・令和７年度の調査結果の報告
・ガイドライン改訂案の検討

令和７年12月末 ガイドライン改訂・公表

・都道府県に対する改訂すべき点に関す
るアンケート

・ヒアリング

・追加検討調査
・検討技術WGの設置・議論

温泉小委員会 関連調査・検討

（パブリックコメント）


